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【手続補正書】
【提出日】平成30年1月10日(2018.1.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末装置が無線リソース制御（ＲＲＣ：ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）メッセージを受信する方法であって、
　第１の基地局装置から、マスターセルグループ上で確立されたデータ無線ベアラのセカ
ンダリセルグループへの再マッピングを設定するデータ無線ベアラ設定パラメータを含ん
だＲＲＣ接続再設定メッセージを受信するステップを含み、
　データ無線ベアラは、上記マスターセルグループのパケットデータコンバージェンスプ
ロトコル、または上記セカンダリセルグループのパケットデータコンバージェンスプロト
コルの何れかにマップされ、
　ＬＴＥにおけるデュアルコネクティビティにおいて、上記マスターセルグループおよび
上記セカンダリセルグループが設定され、
　上記マスターセルグループは、少なくとも１つのプライマリセルを含み、
　上記セカンダリセルグループは、少なくとも１つのプライマリセカンダリセルを含み、
　第１のＭＡＣエンティティは上記マスターセルグループに対して設定され、
　第２のＭＡＣエンティティは上記セカンダリセルグループに対して設定される、
方法。
【請求項２】
　前記データ無線ベアラ設定パラメータは、パケットデータコンバージェンスプロトコル
設定、無線リンク制御設定、論理チャネル構成、論理チャネル・アイデンティティおよび
イボルブド・パケット・システムベアラ・アイデンティティのうちの少なくとも１つを備
える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＲＲＣ接続再設定メッセージの受信に応答して、前記マスターセルグループ上で確
立されたパケットデータコンバージェンスプロトコルを前記セカンダリセルグループへ再
マッピングする、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　ランダムアクセス手順が首尾よく完了された後、前記マスターセルグループ上で確立さ
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れた前記パケットデータコンバージェンスプロトコルを前記セカンダリセルグループに再
マッピングするステップをさらに含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記セカンダリセルグループ上で前記パケットデータコンバージェンスプロトコルを再
確立するステップをさらに含む、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＲＲＣ接続再設定メッセージの受信に応答して、前記マスターセルグループ上で確
立された無線リンク制御を前記セカンダリセルグループへ再マッピングする、請求項１に
記載の方法。
【請求項７】
　前記セカンダリセルグループ上で前記無線リンク制御を再確立するステップをさらに含
む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　基地局装置が無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを送信する方法であって、
　端末装置へ、マスターセルグループ上で確立されたデータ無線ベアラのセカンダリセル
グループへの再マッピングを設定するデータ無線ベアラ設定パラメータを含んだＲＲＣ接
続再設定メッセージを送信するステップを含み、
　データ無線ベアラは、上記マスターセルグループのパケットデータコンバージェンスプ
ロトコル、または上記セカンダリセルグループのパケットデータコンバージェンスプロト
コルの何れかにマップされ、
　ＬＴＥにおけるデュアルコネクティビティにおいて、上記マスターセルグループおよび
上記セカンダリセルグループが設定され、
　上記マスターセルグループは、少なくとも１つのプライマリセルを含み、
　上記セカンダリセルグループは、少なくとも１つのプライマリセカンダリセルを含み、
　第１のＭＡＣエンティティは上記マスターセルグループに対して設定され、
　第２のＭＡＣエンティティは上記セカンダリセルグループに対して設定される、
方法。
【請求項９】
　前記データ無線ベアラ設定パラメータは、パケットデータコンバージェンスプロトコル
設定、無線リンク制御設定、論理チャネル構成、論理チャネル・アイデンティティおよび
イボルブド・パケット・システムベアラ・アイデンティティのうちの少なくとも１つを備
える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ＲＲＣ接続再設定メッセージを送信することによって、前記端末装置に、前記マス
ターセルグループ上で確立されたパケットデータコンバージェンスプロトコルを前記セカ
ンダリセルグループへ再マッピングさせる、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＲＲＣ接続再設定メッセージを送信することによって、前記端末装置に、前記マス
ターセルグループ上で確立されたパケットデータコンバージェンスプロトコルを、ランダ
ムアクセス手順が首尾よく完了された後に前記セカンダリセルグループへ再マッピングさ
せる、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記端末装置に、前記セカンダリセルグループ上で前記パケットデータコンバージェン
スプロトコルを再確立させるステップをさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＲＲＣ接続再設定メッセージを送信することによって、前記端末装置に、前記マス
ターセルグループ上で確立された無線リンク制御を前記セカンダリセルグループへ再マッ
ピングさせる、請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記端末装置に、前記セカンダリセルグループ上で前記無線リンク制御を再確立させる
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ステップをさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを受信する端末装置であって、
　制御部を備え、
　上記制御部は、第１の基地局装置から、マスターセルグループ上で確立されたデータ無
線ベアラのセカンダリセルグループへの再マッピングを設定するデータ無線ベアラ設定パ
ラメータを含んだＲＲＣ接続再設定メッセージを受信し、
　データ無線ベアラは、上記マスターセルグループのパケットデータコンバージェンスプ
ロトコル、または上記セカンダリセルグループのパケットデータコンバージェンスプロト
コルの何れかにマップされ、
　ＬＴＥにおけるデュアルコネクティビティにおいて、上記マスターセルグループおよび
上記セカンダリセルグループが設定され、
　上記マスターセルグループは、少なくとも１つのプライマリセルを含み、
　上記セカンダリセルグループは、少なくとも１つのプライマリセカンダリセルを含み、
　第１のＭＡＣエンティティは上記マスターセルグループに対して設定され、
　第２のＭＡＣエンティティは上記セカンダリセルグループに対して設定される、
端末装置。
【請求項１６】
　前記データ無線ベアラ設定パラメータは、パケットデータコンバージェンスプロトコル
設定、無線リンク制御設定、論理チャネル構成、論理チャネル・アイデンティティおよび
イボルブド・パケット・システムベアラ・アイデンティティのうちの少なくとも１つを備
える、請求項１５に記載の端末装置。
【請求項１７】
　前記ＲＲＣ接続再設定メッセージの受信に応答して、前記制御部は、前記マスターセル
グループ上で確立されたパケットデータコンバージェンスプロトコルを前記セカンダリセ
ルグループへ再マッピングする、請求項１５に記載の端末装置。
【請求項１８】
　前記制御部はさらに、ランダムアクセス手順が首尾よく完了された後、前記マスターセ
ルグループ上で確立されたパケットデータコンバージェンスプロトコルを、上記セカンダ
リセルグループ上で再マッピングする、請求項１７に記載の端末装置。
【請求項１９】
　前記制御部は、前記セカンダリセルグループ上で前記パケットデータコンバージェンス
プロトコルを再確立する、請求項１７に記載の端末装置。
【請求項２０】
　前記ＲＲＣ接続再設定メッセージの受信に応答して、前記制御部は、前記マスターセル
グループ上で確立された無線リンク制御を前記セカンダリセルグループへ再マッピングす
る、請求項１５に記載の端末装置。
【請求項２１】
　前記制御部はさらに、前記セカンダリセルグループ上で前記無線リンク制御を再確立す
る、請求項２０に記載の端末装置。
【請求項２２】
　無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを送信する基地局装置であって、
　制御部を備え、
　上記制御部は、端末装置へ、マスターセルグループ上で確立されたデータ無線ベアラの
セカンダリセルグループへの再マッピングを設定するデータ無線ベアラ設定パラメータを
含んだＲＲＣ接続再設定メッセージを送信し、
　データ無線ベアラは、上記マスターセルグループのパケットデータコンバージェンスプ
ロトコル、または上記セカンダリセルグループのパケットデータコンバージェンスプロト
コルの何れかにマップされ、
　ＬＴＥにおけるデュアルコネクティビティにおいて、上記マスターセルグループおよび
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上記セカンダリセルグループが設定され、
　上記マスターセルグループは、少なくとも１つのプライマリセルを含み、
　上記セカンダリセルグループは、少なくとも１つのプライマリセカンダリセルを含み、
　第１のＭＡＣエンティティは上記マスターセルグループに対して設定され、
　第２のＭＡＣエンティティは上記セカンダリセルグループに対して設定される、
基地局装置。
【請求項２３】
　前記データ無線ベアラ設定パラメータは、パケットデータコンバージェンスプロトコル
設定、無線リンク制御設定、論理チャネル構成、論理チャネル・アイデンティティおよび
イボルブド・パケット・システムベアラ・アイデンティティのうちの少なくとも１つを備
える、請求項２２に記載の基地局装置。
【請求項２４】
　前記制御部は、前記ＲＲＣ接続再設定メッセージを送信することによって、前記端末装
置に前記マスターセルグループ上で確立されたパケットデータコンバージェンスプロトコ
ルを前記セカンダリセルグループへ再マッピングさせる、請求項２２に記載の基地局装置
。
【請求項２５】
　前記制御部は、ランダムアクセス手順が首尾よく完了された後、前記端末装置に、前記
マスターセルグループ上で確立されたパケットデータコンバージェンスプロトコルを前記
セカンダリセルグループに再マッピングさせる、請求項２４に記載の基地局装置。
【請求項２６】
　前記制御部はさらに、前記端末装置に、前記セカンダリセルグループ上で前記パケット
データコンバージェンスプロトコルを再確立させる、請求項２４に記載の基地局装置。
【請求項２７】
　前記制御部は、前記ＲＲＣ接続再設定メッセージを送信することによって、前記端末装
置に、前記マスターセルグループ上で確立された無線リンク制御を前記セカンダリセルグ
ループへ再マッピングさせる、請求項２２に記載の基地局装置。
【請求項２８】
　前記制御部はさらに、前記端末装置に前記セカンダリセルグループ上で前記無線リンク
制御を再確立させる、請求項２７に記載の基地局装置。
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